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業務の適正を確保するための体制及びその運用状況の概要

当社は、会社法及び会社法施行規則に定める「業務の適正を確保するための体制」について取

締役会において決議しております。その概要は以下のとおりであります。

(１) 職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他業務の適正を確保す

るための体制

① 取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

イ．コンプライアンスの概念を当社グループの全役職員が共有し、コンプライアンス体制を確

立することを経営の最重要課題の一つとして掲げております。そのため、コンプライアン

ス遵守の基本規程である「コンプライアンス管理規程」を制定するとともに、当社の遵守

事項を「コンプライアンスマニュアル」に定め全役職員に配布し周知徹底させておりま

す。

ロ．取締役会は、法令、定款、株主総会決議、「取締役会規程」及びその他の社内規程に従い

経営の重要事項を決定するとともに取締役の職務の執行を監督しております。取締役会に

付議すべき事項については、「職務権限規程」で具体的に定めております。

ハ．監査等委員である取締役（以下、「監査等委員」という）は、法令及び監査等委員会が定

めた監査方針に基づき、取締役会及び重要会議への出席、業務執行状況の調査を通じて、

取締役の職務執行を監査しております。

ニ．コンプライアンス体制の充実、徹底を図るため、取締役社長を委員長とするコンプライア

ンス委員会を設置し、コンプライアンスに関する重要事項の審議を行っております。ま

た、コンプライアンスに関する事項の相談窓口として、社内相談窓口及び社外相談窓口を

設置しております。なお、社外相談窓口については社外弁護士を選任し、内部通報者保護

に配慮することでその実効性を高めております。

ホ．取締役社長直轄の内部監査室は、各部門における職務の執行状況を監査し、随時取締役社

長に報告しております。

② 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

取締役会議事録をはじめ重要な諸会議の議事録やその他の重要文書(電磁的記録を含む)は社

内規程(「文書管理規程」等)に従い適切に保存及び管理しております。

③ 損失の危険の管理に関する規程その他の体制

イ．当社は、事業の推進及び企業価値の維持・向上を妨げる可能性のあるリスクを「危機管理

規程」に定めており、これに基づくリスク管理体制を整備、構築することで企業リスクの

事前回避に努めております。



ロ．リスクが顕在化し危機が発生した場合は、取締役社長が対策本部を設置し、迅速かつ適正

な対応を行い、損失・被害を最小限にとどめるとともに、再発防止策を講じます。

④ 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

イ．取締役会を毎月１回、その他必要に応じて臨時に開催し、経営の基本方針・戦略の策定、

重要業務に関する決議及び取締役の職務執行を監督しております。

ロ．取締役の職務執行を円滑かつ効率的に行うため、原則として経営会議を毎月２回開催し、

会社の基本方針並びに重要な業務執行に関する事項の協議・検討を行っております。

ハ．経営計画・経営方針を策定し、基本戦略、経営目標の浸透を図るとともに、各取締役が職

務分掌ごとに業務遂行に努めております。

⑤ 当社及びその子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制

イ．子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の会社への報告に関する体制

当社は、管理部を子会社管理の担当部門とし、「子会社管理規程」に基づき、子会社の事

業が適切に行われているか定期的に報告を求め、子会社の経営内容を把握しております。ま

た、当社取締役が子会社取締役を兼務し、重要会議等へ出席することで、子会社の取締役等

の業務執行に係る報告を受けております。

ロ．子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制

内部監査室は、企業グループとして統一された基準で内部監査を実施し、子会社における

経営情報及びリスク情報を把握しております。また、子会社管理担当部門は、子会社に損失

の危険が発生することを把握した場合は、速やかにその内容及び当社グループに与える影響

等を取締役会・経営会議等に報告することとしております。

ハ．子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われていることを確保するための体制

当社管理部は、子会社に対して貸借対照表・損益計算書等の計算書類、予算実績対比表等

の提出及び報告を定期的に求め、子会社の経営内容を的確に把握することとしております。

また、当社取締役管理部長は、子会社の決算について、定期的に取締役会にて報告を行って

おります。

ニ．子会社の取締役等及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するため

の体制

当社内部監査室は、当社及び当社の子会社の内部監査を実施し、業務の適正性を監査して

おります。また、内部監査の結果は、当社取締役会及び子会社に報告しております。



⑥ 監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人に関する事項

当社は、監査等委員会の職務を補助する監査等委員会事務局を設置し、事務局所属の使用人

を配置しております。その使用人が監査等委員会の指示に従って監査業務の補助を行います。

⑦ 前号の取締役及び使用人の他の取締役（監査等委員である取締役を除く。）からの独立性並

びに当該取締役及び使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項

イ．監査等委員会は、当該使用人に対して監査等委員の職務の補助を行うよう命令できるもの

とし、当該使用人は、その命令に関しては、監査等委員以外の者から指揮命令を受けない

ものとしております。

ロ．監査等委員会を補助する使用人の人事考課、異動、懲戒等については監査等委員会の同意

を得るものとしております。

⑧ 監査等委員会への報告に関する体制及び報告者が不利な取扱いを受けないことを確保するた

めの体制

イ．取締役（監査等委員である取締役を除く。）及び使用人が監査等委員会に報告をするため

の体制

取締役（監査等委員である取締役を除く。）及び使用人は、当社に著しい損害を及ぼすお

それのある事実を発見した場合及びあらかじめ監査等委員と協議して定めた事項について

監査等委員会に報告することとしております。

また、取締役（監査等委員である取締役を除く。）及び使用人は、監査等委員から報告を

求められた業務に関する事項その他に関する報告を行っております。

ロ．当社の子会社の取締役、監査役、その他これらの者に相当する者及び使用人又はこれらの

者から報告を受けた者が監査等委員会に報告をするための体制

当社子会社の取締役等及び使用人は、当社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実を発見

した場合及びあらかじめ監査等委員と協議して定めた事項について監査等委員に報告する

こととしております。

また、当社子会社の取締役等及び使用人は、監査等委員から報告を求められた業務に関す

る事項その他に関する報告を行っております。

ハ．当社は、上記イ、ロの報告を行った者に対し、当該報告を行ったことを理由として不利な

取扱いを行わないこととしております。



⑨ 監査等委員の職務の執行（監査等委員会の職務の執行に関するものに限る。）について生ず

る費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に

係る方針に関する事項

監査等委員が、その職務の執行について生ずる費用の前払等の請求をしたときは、当該監査

等委員の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、速やかに当該費用又は債務を処理

するものといたします。

⑩ その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制

イ. 監査等委員は、重要な意思決定及び業務の執行状況を把握するために、取締役会及びその

他重要な会議に出席しております。

ロ. 監査等委員は、取締役社長と定期的に会合をもち、経営方針、対処すべき課題等について

意見を述べるとともに、監査の環境整備の状況、監査上の重要課題等について意見交換を

行っております。

ハ. 監査等委員は、会計監査人、内部監査室と監査上の重要課題等について意見・情報交換を

し、互いに連携して内部統制システムの整備を推進しております。

⑪ 反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況

イ．反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方

当社は、暴力、威力と詐欺的手法を駆使して経済的利益を追求する集団又は個人である反

社会的勢力による被害を防止するため、次の基本方針を宣言します。

(a) 当社は、反社会的勢力による被害を防止するために、組織全体として対応します。

(b) 当社は、反社会的勢力による不当要求に対応する役職員の安全を確保します。

(c) 当社は、反社会的勢力の排除に関し、平素から、警察、暴力追放運動推進センター、弁

護士等の外部の専門家と緊密な連携関係を構築してまいります。

(d) 当社は、取引関係を含めて、反社会的勢力との一切の関係を持ちません。

(e) 当社は、反社会的勢力による不当要求を拒絶します。

(f) 当社は、反社会的勢力による不当要求に対して、民事と刑事の両面から法的対応を行い

ます。

(g) 当社は、反社会的勢力による不当要求が、事業活動上の不祥事や役職員の不祥事を理由

とする場合であっても、事案を隠ぺいするための裏取引を行いません。

(h) 当社は、反社会的勢力への資金提供を行いません。

(i) 当社は、すでに当社と取引をしている方が反社会的勢力であることが判明した場合、取

引の解消に向けた適切な措置を速やかに講じます。



ロ．反社会的勢力排除に向けた整備状況

(a) 社内規則の整備

当社は、上記基本方針に基づき、「反社会的勢力との関係遮断に関する規程」を整備し

ております。

(b) 対応統括部署及び不当要求防止責任者について

当社は、内部管理部を反社会的勢力対応の統括部署として定めております。また、不当

要求防止責任者を選任・配置し、反社会的勢力からの不当要求に対応します。

(c) 外部の専門機関との連携状況

当社は、外部専門機関と契約を結び、反社会的勢力との関係遮断に関する研修へ参加す

る他、緊急時における警察への通報、弁護士への相談を必要に応じて実施できる体制を整

えております。

(d) 反社会的勢力に関する情報の収集・管理状況

内部管理部において反社会的勢力に関する情報を集約し、一元的に管理する態勢として

おります。

(e) 対応マニュアルの整備状況

当社は、反社会的勢力との関係遮断に関するマニュアルを整備し、具体的な取組み内容

を記載しております。

(f) 研修活動の実施状況

当社では、反社会的勢力対応をコンプライアンス上の重要項目と位置付け、コンプライ

アンスマニュアルの遵守事項に反社会的勢力との関係遮断について明記し、朝礼等で読み

合わせを行い、役職員の周知徹底を図っております。

(２)業務の適正を確保するための体制の運用状況

当社は、取締役会で決議された「内部統制システム構築の基本方針」に基づき、当社及び子会

社の内部統制システムを整備し運用しております。

当事業年度においては、役職員に対しコンプライアンスプログラムに基づく社内研修の実施及

び社外研修（セミナー）の受講、定期的なコンプライアンスマニュアルの読み合わせを行うな

ど、コンプライアンス遵守に向けて全社での取組みを行いました。また、毎月１回のコンプライ

アンス委員会に加えて適宜コンプライアンス委員会の開催や内部監査を通じてコンプライアンス

の遵守状況を都度確認し、問題となる事象が発生していないことを確認しております。



連結株主資本等変動計算書

（2025年４月１日から
2026年３月31日まで） （単位：千円）

株 主 資 本
その他の包括

利益累計額 新 株

予 約 権

純 資 産

合 計
資 本 金

資 本

剰 余 金

利 益

剰 余 金
自 己 株 式

株 主 資 本

合 計

為 替 換 算

調 整 勘 定

当期首残高 1,094,354 790,916 19,383,435 △1,730,649 19,538,056 198,476 30,072 19,766,605

当期変動額

新株の発行 21,062 21,062 42,125 42,125

剰余金の配当 △238,767 △238,767 △238,767

親会社株主に帰属する

当期純利益
2,060,639 2,060,639 2,060,639

自己株式の取得 △258,230 △258,230 △258,230

自己株式の処分 121,652 169,388 291,040 291,040

株主資本以外の項目

の当期変動額(純額)
72,238 △13,425 58,813

当期変動額合計 21,062 142,714 1,821,872 △88,842 1,896,807 72,238 △13,425 1,955,621

当期末残高 1,115,416 933,630 21,205,308 △1,819,491 21,434,864 270,715 16,647 21,722,227

(注) 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。



連結注記表

１．連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記等

(1) 連結の範囲に関する事項

連結子会社の数 ８社

連結子会社の名称 JFX株式会社

HIROSE FINANCIAL UK LTD.

HIROSE TRADING HK LIMITED

Hirose Financial MY Limited

HIROSE FINANCIAL LIMITED

HIROSE BUSINESS SERVICE SDN.BHD.

HIROSE CONSULTING VIETNAM COMPANY LIMITED

Hirose Solutions Limited

なお、LION PAYMENT UK LTD.については、当連結会計年度において清算結了したことにより、連結の範

囲から除外しております。

(2) 持分法の適用に関する事項

該当事項はありません。

(3) 連結子会社の事業年度等に関する事項

連 結 子 会 社 の う ち、HIROSE TRADING HK LIMITED、Hirose Financial MY Limited、HIROSE FINANCIAL

LIMITED、HIROSE BUSINESS SERVICE SDN.BHD.、HIROSE CONSULTING VIETNAM COMPANY LIMITED、Hirose

Solutions Limitedの決算日は、12月31日であります。

連結計算書類の作成に当たっては連結決算日現在で実施した仮決算に基づく計算書類を使用しておりま

す。なお、その他の連結子会社の事業年度の末日は、連結決算日と一致しております。

(4) 会計方針に関する事項

① 重要な資産の評価基準及び評価方法

デリバティブの評価基準及び評価方法 時価法を採用しております。



② 重要な減価償却資産の減価償却の方法

イ．有形固定資産 当社及び国内子会社は、定率法を採用しております。ただし、

1998年４月１日以降に取得した建物（建物附属設備は除く）並び

に2016年４月１日以降に取得した建物附属設備については、定額

法を採用しております。また、在外子会社については、定額法を

採用しております。

なお、主な耐用年数は次のとおりであります。

建物 ８年～22年

車両運搬具 ４年～６年

器具備品 ２年～15年

ロ．無形固定資産 定額法を採用しております。

なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における見込

利用可能期間（３年～５年）に基づく定額法を採用しておりま

す。

ハ．長期前払費用 均等償却を採用しております。

③ 重要な引当金の計上基準

イ．貸倒引当金 債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸

倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回

収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。

ロ．賞与引当金 従業員に対して支給する賞与の支出に備えるため、支給見込額

に基づき当連結会計年度負担額を計上しております。



④ その他連結計算書類の作成のための重要な事項

イ．退職給付に係る会計処理の方法

退職給付に係る負債は、従業員の退職給付に備えるため、当連結会計年度末における退職給付債務見

込額に基づき計上しております。

なお、退職給付債務の算定は簡便法（期末自己都合要支給額）を採用しております。

ロ．収益及び費用の計上基準

(イ)．顧客を相手方とする外国為替証拠金取引の会計処理

顧客からの注文により成立する外国為替証拠金取引については、取引に係る決済損益及び評価損益

（スワップを含む。）をトレーディング損益として計上しております。

このうち、評価損益は、顧客を相手方とする外国為替証拠金取引に係る未決済ポジションについて

取引明細毎に算定し、これらを顧客毎に合算し損益を相殺した上で、評価益相当額を連結貸借対照表

上のトレーディング商品（デリバティブ取引）勘定(資産)に、評価損相当額をトレーディング商品

（デリバティブ取引）勘定(負債)にそれぞれ計上しております。未決済ポジションに対する累積スワ

ップポイントについても取引明細毎に算定し、顧客毎に合算して損益を相殺した上で、評価益相当額

を同貸借対照表上の未収収益（外国為替取引未収収益）勘定に、評価損相当額を未払費用（外国為替

取引未払費用）勘定にそれぞれ計上しております。

また、当社及び国内子会社において、顧客から外国為替証拠金取引の証拠金として預託された金銭

は、金融商品取引法第43条の３第１項並びに金融商品取引業等に関する内閣府令第143条第１項第１

号に定める金銭信託(顧客区分管理信託)により自己の固有財産と区分して管理しております。当該金

銭信託に係る元本は連結貸借対照表上の預託金（顧客区分管理信託）勘定に計上しております。

(ロ)．カウンターパーティを相手方とする外国為替証拠金取引の会計処理

当社のカバー取引注文により成立する外国為替証拠金取引については、取引に係る決済損益及び評

価損益をトレーディング損益として計上しております。

なお、評価損益は、カウンターパーティを相手方とする外国為替証拠金取引に係る未決済ポジショ

ンを、カウンターパーティ毎、取引明細毎に算定し、これらを決済日毎に合計し損益を相殺した上

で、各勘定に計上しております。損益算定日の翌営業日を決済日とするポジションに係る評価益相当

額を、連結貸借対照表上の約定見返勘定(資産)、評価損相当額を同貸借対照表上の約定見返勘定(負

債)、損益算定日の翌々営業日以降を決済日とするポジションに係る評価益相当額を、連結貸借対照

表上のトレーディング商品（デリバティブ取引）勘定(資産)、評価損相当額を同貸借対照表上のトレ

ーディング商品（デリバティブ取引）勘定(負債)にそれぞれ計上しております。

また、当社のカバー取引注文により成立する外国為替証拠金取引における未決済ポジションに係る

スワップも、カウンターパーティ毎、取引明細毎に算定し、合算して損益を相殺した上で、評価益相

当額を連結貸借対照表上の約定見返勘定(資産)に、評価損相当額を同貸借対照表上の約定見返勘定

(負債)にそれぞれ計上しております。



ハ．重要な外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準

外貨建金銭債権債務は、連結会計年度末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益とし

て処理しております。

なお、在外子会社の資産及び負債は、連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、収益及び費用

は期中平均相場により円貨に換算し、換算差額は純資産の部における為替換算調整勘定に含めて計上し

ております。

２．連結貸借対照表に関する注記

(1) 担保に供している資産及び担保に係る債務

① 担保に供している資産

現金及び預金（定期預金） 2,030,000千円

② 担保に係る債務

短期借入金 5,100,000千円

上記のほか、当社からのカバー取引注文により成立する外国為替証拠金取引に関連して生じる債務に関

し、金融機関より支払承諾契約（以下「ボンド・ファシリティ契約」という。）に基づく極度額8,000,000

千円とする債務保証を受けており、当該債務保証に対する担保として現金及び預金（定期預金）

1,600,000千円を差入れるとともに、顧客区分管理信託契約に基づく信託受益権に係る信託財産のうち、

顧客区分管理必要額等控除後の残余財産に対して、金融機関を質権者とする質権を設定しております。

また、金融機関とカバー取引を行うに当たり、先物外国為替取引契約に基づき、当該カバー取引に対す

る担保として現金及び預金（定期預金）675,000千円を差入れております。

(2) 有形固定資産の減価償却累計額 200,596千円

(3) 当座貸越契約

当社は、運転資金の効率的な調達を行うため複数の金融機関等と当座貸越契約を締結しております。これ

らの契約に基づく当連結会計年度末における借入金未実行残高等は、次のとおりであります。

当座貸越極度額 10,700,000千円

借入実行残高 7,100,000千円

差引額 3,600,000千円



(4) 財務制限条項

当社が契約するボンド・ファシリティ契約及び当座貸越契約には、主に以下の財務制限条項が付されて

おります。

① ボンド・ファシリティ契約

イ.金融商品取引法第46条の６第１項の定めにより毎月末算出する自己資本規制比率を200％超に
維持すること。

ロ.各四半期会計期間について、当該四半期会計期間に属する月の金融商品取引業等に関する内閣
府令第178条第１項第１号に規定する市場リスク相当額が、当社が作成する四半期決算短信又
は決算短信から計算される当該四半期会計期間中に計上された経常利益（当該市場リスク相当
額を算出した期間と同期間における経常利益を指す。）の５倍に相当する金額を２回連続して
超過しないようにすること。

ハ.金融商品取引業等に関する内閣府令第178条第１項第１号に基づき算出される市場リスク相当
額を表保証額の３％未満とすること。

ニ.業として自己の計算により行う店頭デリバティブ取引(金融商品取引法第２条第22項の定義に
よる。)を行う場合、かかる取引の想定元本のUSドル建て最大残高を20百万USドル未満に維持
すること。なお、日本時間午前６時00分（2025年11月３日から2026年３月７日までの期間は日
本時間午前７時00分とする）における店頭デリバティブ取引の残高は５百万USドル未満に維持
すること。

ホ.ニ.の財務制限条項に抵触した場合には、以下の追加担保金額算出方法に従い、追加預金担保
を保証人のために差し入れること。算出結果がマイナスとなる場合には、追加担保金額はゼロ
とする。
追加担保金額算出方法

(Ａ)×(Ｂ)－1,600百万円

１百万円の位を四捨五入して10百万円単位で計算する。

(Ａ)ニ.の財務制限条項に抵触した日における当社が業として自己の計算により行った店頭デ
リバティブ取引のUSドル建て最大残高

(Ｂ)表保証人により公表されたUSドル・円TTMレート(対顧客直物電信仲値相場) (以下、「本件
レート」という。)のうちニ.の財務制限条項に抵触することが判明した日において公表さ
れたもの(当該判明日に本件レートが公表されなかった場合は、当該日の前に公表された
本件レートのうち、最新のもの)

ヘ.第２四半期会計期間の末日及び事業年度末日時点の報告書等における連結損益計算書に記載さ
れる経常損益・営業損益が損失とならないようにすること。

上記の各財務制限条項に抵触した場合には、契約先金融機関の裁量により保証を受けられなくな
る可能性があります。

なお、当連結会計年度末における被保証債務残高及び各財務制限条項への抵触の事実はありませ
ん。



② 当座貸越契約

イ.金融商品取引法第46条の６第１項の定めにより毎月末算出する自己資本規制比率を200％超に
維持すること。

ロ.各四半期会計期間について、当該四半期会計期間に属する月の金融商品取引業等に関する内閣
府令第178条第１項第１号に規定する市場リスク相当額が、当社が作成する四半期決算短信又
は決算短信から計算される当該四半期会計期間中に計上された連結経常利益（当該市場リスク
相当額を算出した期間と同期間における経常利益を指す。）の５倍に相当する額を２回連続し
て超過しないようにすること（なお、四半期決算短信又は決算短信に示される連結経常損益が
損失である場合には、当該四半期については超過したものとみなす。）。

ハ.業として自己の計算により行う店頭デリバティブ取引(金融商品取引法第２条第22項の定義に
よる。)を行う場合、かかる取引の想定元本のUSドル建て最大残高を20百万USドル未満に維持
すること。なお、日本時間午前６時00分（米国東部標準時（冬時間）適用期間は日本時間午前
７時00分とする）における店頭デリバティブ取引の残高は５百万USドル未満とすること。

ニ.第２四半期会計期間の末日及び事業年度末日時点の報告書等における連結損益計算書に記載さ
れる経常損益・営業損益が損失とならないようにすること。

ホ.報告書等における有利子負債（社債を含む）の合計金額が、現金、預金（ただし、信託預金か
ら顧客区分管理必要額を除く）及び外国為替取引差入証拠金の合計金額を上回らないこと。

上記の各財務制限条項に抵触した場合には、貸出人の要求に基づき各借入金に関して貸出人に対
し負担する一切の債務について期限の利益を喪失する可能性があります。
なお、当連結会計年度末における各財務制限条項への抵触の事実はありません。



３．連結株主資本等変動計算書に関する注記

(1) 当連結会計年度末の発行済株式の種類及び総数

普通株式 6,883,500株

(2) 配当に関する事項

① 配当金支払額

決議 株式の種類 配当金の総額
１株当たり
配当額

基準日 効力発生日

2025年６月27日
定時株主総会

普通株式 238,767千円 39円 2025年３月31日 2025年６月30日

② 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

決議 株式の種類 配当の原資 配当金の総額
１株当たり
配当額

基準日 効力発生日

2026年６月26日
定時株主総会

普通株式 利益剰余金 239,976千円 39円 2026年３月31日 2026年６月29日

(3) 当連結会計年度末の新株予約権（権利行使期間の初日が到来していないものを除く。）の目的となる株式

の種類及び数

普通株式 31,000株



４．金融商品に関する注記

(1) 金融商品の状況に関する事項

① 金融商品に対する取組み方針

当社グループは、顧客との相対取引により外国為替証拠金取引等の店頭デリバティブ取引を行っており

ます。顧客との外国為替証拠金取引は、預り証拠金の入金により開始され、インターネットを経由して注

文・受諾により成立いたします。また、顧客との取引から生ずる為替変動リスクを回避するために、適時

カウンターパーティに対しカバー取引を行っております。

この事業を行うために必要な資金の調達は、主に自己資本及び金融機関等からの借入金によって賄って

おります。また、余剰資金の運用は、流動性預金をはじめとする短期の預金等に限定しており、市場リス

クを伴う投機的な取引は一切行わない方針であります。

当社及び国内子会社において、顧客から外国為替証拠金取引等のために預託された金銭は、金融商品取

引法第43条の３第１項並びに金融商品取引業等に関する内閣府令第143条第１項第１号に定める金銭信託

により自己の固有財産と区分して管理しております。また、在外子会社HIROSE FINANCIAL UK LTD.、

Hirose Financial MY Limited及びHirose Solutions Limitedにおいて、顧客から外国為替証拠金取引等

のために預託された金銭は、現地の法令等に基づいて自己の固有財産と区分して管理しております。

② 金融商品の内容及びリスク

当社グループは、顧客との間で外国為替証拠金取引を主に行っております。外国為替証拠金取引は少な

い資金を担保として大きな金額の取引を行うことができることから顧客は預け入れた証拠金以上の損失を

被る可能性があります。その場合には、当該顧客に対して発生した金銭債権について信用リスクが発生い

たします。

当社及び国内子会社において外国為替証拠金取引等を行う顧客から受け入れた預り資産は、信託業務を

行っている銀行と契約を結び、預託金（顧客区分管理信託）として金銭信託により自己の固有財産と区分

して管理しております。当該信託財産は、信託法により信託先の破綻リスクから保護されております。ま

た、 在 外 子 会 社 HIROSE FINANCIAL UK LTD.、Hirose Financial MY Limited 及 び Hirose Solutions

Limitedにおける外国為替証拠金取引等に関する顧客からの預り資産は外貨建てであるため、為替変動リ

スクに晒されておりますが、在外子会社HIROSE FINANCIAL UK LTD.においては、各外貨にて保管している

ため実質的にリスクは負担しておりません。



当社グループは、顧客との取引から生ずる為替変動リスクを回避するためにカウンターパーティを相手

方とするカバー取引を行っており、カバー取引を行うためにカウンターパーティに差入れている短期差入

保証金（外国為替差入証拠金）は信用リスクに晒されております。また、カバー取引の際の決済履行に係

る債権及び債務は、外貨建て資産及び負債を含んでいるため為替変動リスクに晒されております。

上記の外国為替取引事業においては、カウンターパーティへの証拠金の差入れや、取引に基づく顧客資

産の増減と信託の差替えタイミングのズレによる一時的な資金負担の増加に伴い流動性リスクが発生しま

す。

現金及び預金は取引先金融機関の信用リスクに晒されております。また、在外子会社における現金及び

預金は外貨建てであるため、為替変動リスクに晒されております。

短期借入金は、資金調達に係る流動性リスクに晒されております。また、短期借入金は金利の変動リス

クに晒されております。

③ 金融商品に係るリスク管理体制

当社グループの金融商品に係るリスク管理は、金融商品取引法第46条の６に定める自己資本規制比率の

管理を基礎として実施しております。

このため、信用リスク及び市場リスクについては、金融商品取引業等に関する内閣府令第178条及び

「金融商品取引業者の市場リスク相当額、取引先リスク相当額及び基礎的リスク相当額の算出の基準等を

定める件」(平成19年金融庁告示第59号)に基づき、毎営業日これらのリスクをリスク相当額として定量的

に算出した上で自己資本規制比率を算出しております。

外国為替証拠金取引に係るリスク相当額は、社内規程においてこれらの限度枠を設定しており、カバー

取引業務を行う部門である業務部から独立した管理部が毎営業日リスク相当額を算出し、これらが限度枠

内に収まっていることを代表取締役社長に報告するとともに、毎月末の自己資本規制比率の状況を取締役

会に報告することにより管理しております。

イ．信用リスクの管理

当社グループでは、外国為替証拠金取引を行う顧客の損失の拡大を防止する目的で、顧客の有効証拠

金の額が必要証拠金の額を下回った時に、自動的に顧客の保有ポジションの全部を反対売買して決済す

る自動ロスカット制度を取り入れております。この制度により顧客に対する信用リスクの軽減を図って

おります。

カバー取引の利用に当たっては、カウンターパーティリスクを軽減するために、複数の信用度の高い

金融機関等とのみ取引を行っており、カウンターパーティに対する信用リスクが顕在化する可能性は小

さいものと考えておりますが、カバー取引を行うに当たり、必要となる差入証拠金の一部を金融機関と

の支払承諾契約に基づく信用状により代用することで、信用リスクの低減を図っております。また、カ

ウンターパーティの信用状況に起因する出来事によりカバー取引を実施できない事態が発生するリスク

を回避するために、カウンターパーティを複数選定することにより、信用リスクの軽減を図っておりま

す。



ロ．市場リスク（為替変動リスク）の管理

外国為替証拠金取引は、当事者間の相対取引でありますが、顧客との取引により生じたポジション

は、為替が顧客の有利に動いた場合は当社の損失に、逆に不利に動いた場合は当社の利益に繋がること

になり、為替変動によるリスクを伴います。当社はこの為替変動リスクを回避し、安定的な収益を確保

するため顧客からの売買注文と同様の売買注文をカウンターパーティへ発注するカバー取引を行うこと

で為替変動リスクの低減を行っております。なお、カバー取引は担当部門(業務部)が社内規程等により

定められた方法で行い、カバー取引の実施状況を管理部において毎日モニタリングすることで、リスク

の軽減を図っております。

ハ．流動性リスクの管理

当社グループは、各部門からの報告に基づき管理部が適時に資金繰計画を作成・更新しております。

また、外国為替証拠金取引を行うに当たり、金融機関から借入の限度枠の設定を受けることにより一時

的な資金需要への余力を確保するほか、カウンターパーティとの間でカバー取引を行うに当たって必要

となる差入証拠金の一部を金融機関との支払承諾契約に基づく信用状により代用することで、手許資金

の流動性を確保し、流動性リスクを管理しております。

④ 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額

が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採

用することにより、当該価額が変動することがあります。

「(2)金融商品の時価等に関する事項」におけるデリバティブ取引に関する契約額等については、その金

額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。



(2) 金融商品の時価等に関する事項

2026年３月31日(当期の連結決算日)における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、
次のとおりであります。また、現金は注記を省略しており、預金、預託金、短期差入保証金、未収収益（外
国為替取引未収収益）、受入保証金、短期借入金、未払費用(外国為替取引未払費用)は短期間で決済される
ため時価が帳簿価額に近似することから、注記を省略しております。また、連結貸借対照表計上額の重要性
が乏しい科目については、記載を省略しております。

（単位：千円）

連結貸借対照表

計上額
時価 差額

デリバティブ取引(*1)

ヘッジ会計が適用されていないもの
10,218,140 10,218,140 ―

(*1) デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。

(注) １．デリバティブ取引に関する事項
デリバティブ取引
① ヘッジ会計が適用されていないもの

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引について、取引の対象物の種類毎の連結決算日に
おける契約額又は契約において定められた元本相当額、時価及び評価損益は、次のとおりであります。

イ．通貨関連

区分
デリバティブ取引

の種類等

契約額等（千円） 時価

（千円）

評価損益

（千円）うち1年超

市場取引以外

の取引

外国為替証拠金取引

（顧客）

売建 266,455,295 ― 1,790,581 1,790,581

買建 130,152,025 ― 7,388,469 7,388,469

合計 ― ― 9,179,050 9,179,050

外国為替証拠金取引

（カウンターパーティ）

売建 55,876,032 ― 19,654 19,654

買建 181,512,575 ― 1,019,040 1,019,040

合計 ― ― 1,038,695 1,038,695



ロ．有価証券関連

区分
デリバティブ取引

の種類等

契約額等（千円） 時価

（千円）

評価損益

（千円）うち1年超

市場取引以外

の取引

株価指数CFD取引

（顧客）

売建 429,579 ― 11,764 11,764

買建 176,928 ― 13,367 13,367

合計 ― ― 25,132 25,132

株価指数CFD取引

（カウンターパーティ）

売建 26,652 ― 2,059 2,059

買建 252,430 ― 1,755 1,755

合計 ― ― 3,815 3,815

ハ．商品関連

区分
デリバティブ取引

の種類等

契約額等（千円） 時価

（千円）

評価損益

（千円）うち1年超

市場取引以外

の取引

商品CFD取引

（顧客）

売建 1,002,977 ― △35,202 △35,202

買建 230,406 ― 6,503 6,503

合計 ― ― △28,698 △28,698

商品CFD取引

（カウンターパーティ）

売建 7,036 ― 185 185

買建 4,641 ― △40 △40

合計 ― ― 145 145

② ヘッジ会計が適用されているもの
該当事項はありません。



２．金銭債権の連結決算日後の償還予定額

１年以内（千円）

現金及び預金 12,474,113

預託金（顧客区分管理信託） 88,430,110

合計 100,904,223

３．短期借入金の連結決算日後の返済予定額

１年以内
（千円）

１年超２年以内
（千円）

２年超３年以内
（千円）

短期借入金 7,100,000 ― ―



(3) 金融商品の時価の適切な区分ごとの内訳等に関する事項

金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の３つのレ

ベルに分類しております。

レベル１の時価：同一の資産又は負債の活発な市場における（無調整の）相場価格により算定した時価

レベル２の時価：レベル１のインプット以外の直接又は間接的に観察可能なインプットを用いて算定した

時価

レベル３の時価：重要な観察できないインプットを使用して算定した時価

時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれ

ぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。

①時価をもって連結貸借対照表計上額とする金融資産及び金融負債
（単位：千円）

区分
時価

レベル１ レベル２ レベル３ 合計

デリバティブ取引

通貨関連 ― 10,217,745 ― 10,217,745

有価証券関連 ― 28,947 ― 28,947

商品関連 ― △28,552 ― △28,552

(注)時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明

デリバティブ取引
カバー先である取引先金融機関等から提示された価格等をもとに当社で生成した独自の価格を用い

て算定しており、レベル２の時価に分類しております。



５．収益認識に関する注記

当社グループは、金融商品取引事業を主要な事業としており、顧客との契約から生じる収益以外の収益が連

結損益計算書の営業収益の大部分を占めるため、顧客との契約から生じる収益を分解した情報は、記載を省略

しております。

６．１株当たり情報に関する注記

１株当たり純資産額 3,527円51銭

１株当たり当期純利益 336円４銭

７．重要な後発事象に関する注記

該当事項はありません。

８．その他の注記

該当事項はありません。



株主資本等変動計算書

（2025年４月１日から
2026年３月31日まで） （単位：千円）

株 主 資 本

資本金

資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金

自己株式
株主資本
合 計資 本

準備金

その他
資 本
剰余金

資 本
剰余金
合 計

利 益
準備金

そ の 他
利 益
剰 余 金

利 益
剰 余 金
合 計繰越利益

剰 余 金

当期首残高 1,094,354 636,634 154,282 790,916 1,100 16,541,462 16,542,562 △1,730,649 16,697,183

当期変動額

新株の発行 21,062 21,062 21,062 42,125

剰余金の配当 △238,767 △238,767 △238,767

当期純利益 1,743,441 1,743,441 1,743,441

自己株式の取得 △258,230 △258,230

自己株式の処分 121,652 121,652 169,388 291,040

株主資本以外の項
目の当期変動額(純
額)

当期変動額合計 21,062 21,062 121,652 142,714 ― 1,504,674 1,504,674 △88,842 1,579,609

当期末残高 1,115,416 657,696 275,934 933,630 1,100 18,046,136 18,047,236 △1,819,491 18,276,792

（単位：千円）

新 株
予約権

純 資 産
合 計

当期首残高 30,072 16,727,255

当期変動額

新株の発行 42,125

剰余金の配当 △238,767

当期純利益 1,743,441

自己株式の取得 △258,230

自己株式の処分 291,040

株主資本以外の項
目の当期変動額(純
額)

△13,425 △13,425

当期変動額合計 △13,425 1,566,184

当期末残高 16,647 18,293,439

(注) 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。



個別注記表

１．重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1) 資産の評価基準及び評価方法

① 有価証券の評価基準及び評価方法

子会社株式 移動平均法による原価法を採用しております。

② デリバティブの評価基準及び評価方法

時価法を採用しております。

(2) 固定資産の減価償却の方法

① 有形固定資産 定率法を採用しております。ただし、1998年４月１日以降に取

得した建物（建物附属設備は除く）並びに2016年４月１日以降に

取得した建物附属設備については、定額法を採用しております。

なお、主な耐用年数は次のとおりであります。

建物 ８年～21年

車両運搬具 ４年～６年

器具備品 ２年～15年

② 無形固定資産 定額法を採用しております。

なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における見込

利用可能期間(３年～５年)に基づく定額法を採用しております。

③ 長期前払費用 均等償却を採用しております。

(3) 引当金の計上基準

① 貸倒引当金 債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸

倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回

収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。

② 賞与引当金 従業員に対して支給する賞与の支出に備えるため、支給見込額

に基づき当事業年度負担額を計上しております。

③ 退職給付引当金 従業員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務

見込額に基づき計上しております。

なお、退職給付債務の算定は簡便法(期末自己都合要支給額)を

採用しております。



(4) その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項

① 収益及び費用の計上基準

イ. 顧客を相手方とする外国為替証拠金取引の会計処理

顧客からの注文により成立する外国為替証拠金取引については、取引に係る決済損益及び評価損益

（スワップを含む。）をトレーディング損益として計上しております。

このうち、評価損益は、顧客を相手方とする外国為替証拠金取引に係る未決済ポジションについて取

引明細毎に算定し、これらを顧客毎に合算し損益を相殺した上で、評価益相当額を貸借対照表上のトレ

ーディング商品（デリバティブ取引）勘定(資産)に、評価損相当額をトレーディング商品（デリバティ

ブ取引）勘定(負債)にそれぞれ計上しております。未決済ポジションに対する累積スワップポイントに

ついても取引明細毎に算定し、顧客毎に合算して損益を相殺した上で、評価益相当額を同貸借対照表上

の未収収益（外国為替取引未収収益）勘定に、評価損相当額を未払費用（外国為替取引未払費用）勘定

にそれぞれ計上しております。

また、顧客から外国為替証拠金取引の証拠金として預託された金銭は、金融商品取引法第43条の３第

１項並びに金融商品取引業等に関する内閣府令第143条第１項第１号に定める金銭信託(顧客区分管理信

託)により自己の固有財産と区分して管理しております。当該金銭信託に係る元本は貸借対照表上の預

託金（顧客区分管理信託）勘定に計上しております。

ロ. カウンターパーティを相手方とする外国為替証拠金取引の会計処理

当社のカバー取引注文により成立する外国為替証拠金取引については、取引に係る決済損益及び評価

損益をトレーディング損益として計上しております。

なお、評価損益は、カウンターパーティを相手方とする外国為替証拠金取引に係る未決済ポジション

を、カウンターパーティ毎、取引明細毎に算定し、これらを決済日毎に合計し損益を相殺した上で、各

勘定に計上しております。損益算定日の翌営業日を決済日とするポジションに係る評価益相当額を、貸

借対照表上の約定見返勘定(資産)、評価損相当額を同貸借対照表上の約定見返勘定(負債)、損益算定日

の翌々営業日以降を決済日とするポジションに係る評価益相当額を、貸借対照表上のトレーディング商

品（デリバティブ取引）勘定(資産)、評価損相当額を同貸借対照表上のトレーディング商品（デリバテ

ィブ取引）勘定(負債)にそれぞれ計上しております。

また、当社のカバー取引注文により成立する外国為替証拠金取引における未決済ポジションに係るス

ワップも、カウンターパーティ毎、取引明細毎に算定し、合算して損益を相殺した上で、評価益相当額

を貸借対照表上の約定見返勘定(資産)に、評価損相当額を同貸借対照表上の約定見返勘定(負債)にそれ

ぞれ計上しております。

② 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準

外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理してお

ります。



２．会計上の見積りに関する注記

(1)関係会社株式の評価

① 科目名及び当事業年度計上額

科目名 金額（千円）

関係会社株式 1,114,436

② その他見積りの内容に関する理解に資する情報

関係会社株式について、実質価額が取得原価に比べて50％程度以上低下した場合には、事業計画をもと

に実質価額の回復可能性を検討しておりますが、将来の予測不能な事業環境の著しい悪化等により事業計

画の見直しが必要となった場合、回復可能性がないと判断され、関係会社株式評価損が発生する可能性が

あります。



３．貸借対照表に関する注記

(1) 担保に供している資産及び担保に係る債務

① 担保に供している資産

現金及び預金（定期預金） 2,030,000千円

② 担保に係る債務

短期借入金 5,100,000千円

上記のほか、当社からのカバー取引注文により成立する外国為替証拠金取引に関連して生じる債務に関

し、金融機関より支払承諾契約（以下「ボンド・ファシリティ契約」という。）に基づく極度額8,000,000

千円とする債務保証を受けており、当該債務保証に対する担保として現金及び預金（定期預金）

1,600,000千円を差入れるとともに、顧客区分管理信託契約に基づく信託受益権に係る信託財産のうち、

顧客区分管理必要額等控除後の残余財産に対して、金融機関を質権者とする質権を設定しております。

また、金融機関とカバー取引を行うに当たり、先物外国為替取引契約に基づき、当該カバー取引に対す

る担保として現金及び預金（定期預金）675,000千円を差入れております。

(2) 有形固定資産の減価償却累計額 177,362千円

(3) 当座貸越契約

当社は、運転資金の効率的な調達を行うため複数の金融機関等と当座貸越契約を締結しております。これ

らの契約に基づく当事業年度末における借入金未実行残高等は、次のとおりであります。

当座貸越極度額 10,700,000千円

借入実行残高 7,100,000千円

差引額 3,600,000千円



(4) 財務制限条項

当社が契約するボンド・ファシリティ契約及び当座貸越契約には、主に以下の財務制限条項が付されて

おります。

① ボンド・ファシリティ契約

イ.金融商品取引法第46条の６第１項の定めにより毎月末算出する自己資本規制比率を200％超に
維持すること。

ロ.各四半期会計期間について、当該四半期会計期間に属する月の金融商品取引業等に関する内閣
府令第178条第１項第１号に規定する市場リスク相当額が、当社が作成する四半期決算短信又
は決算短信から計算される当該四半期会計期間中に計上された経常利益（当該市場リスク相当
額を算出した期間と同期間における経常利益を指す。）の５倍に相当する金額を２回連続して
超過しないようにすること。

ハ.金融商品取引業等に関する内閣府令第178条第１項第１号に基づき算出される市場リスク相当
額を表保証額の３％未満とすること。

ニ.業として自己の計算により行う店頭デリバティブ取引(金融商品取引法第２条第22項の定義に
よる。)を行う場合、かかる取引の想定元本のUSドル建て最大残高を20百万USドル未満に維持
すること。なお、日本時間午前６時00分（2025年11月３日から2026年３月７日までの期間は日
本時間午前７時00分とする）における店頭デリバティブ取引の残高は５百万USドル未満に維持
すること。

ホ.ニ.の財務制限条項に抵触した場合には、以下の追加担保金額算出方法に従い、追加預金担保
を保証人のために差し入れること。算出結果がマイナスとなる場合には、追加担保金額はゼロ
とする。
追加担保金額算出方法

(Ａ)×(Ｂ)－1,600百万円

１百万円の位を四捨五入して10百万円単位で計算する。

(Ａ)ニ.の財務制限条項に抵触した日における当社が業として自己の計算により行った店頭デ
リバティブ取引のUSドル建て最大残高

(Ｂ)表保証人により公表されたUSドル・円TTMレート(対顧客直物電信仲値相場) (以下、「本件
レート」という。)のうちニ.の財務制限条項に抵触することが判明した日において公表さ
れたもの(当該判明日に本件レートが公表されなかった場合は、当該日の前に公表された
本件レートのうち、最新のもの)

ヘ.第２四半期会計期間の末日及び事業年度末日時点の報告書等における連結損益計算書に記載さ
れる経常損益・営業損益が損失とならないようにすること。

上記の各財務制限条項に抵触した場合には、契約先金融機関の裁量により保証を受けられなくな
る可能性があります。
なお、当事業年度末における被保証債務残高及び各財務制限条項への抵触の事実はありません。



② 当座貸越契約

イ.金融商品取引法第46条の６第１項の定めにより毎月末算出する自己資本規制比率を200％超に
維持すること。

ロ.各四半期会計期間について、当該四半期会計期間に属する月の金融商品取引業等に関する内閣
府令第178条第１項第１号に規定する市場リスク相当額が、当社が作成する四半期決算短信又
は決算短信から計算される当該四半期会計期間中に計上された連結経常利益（当該市場リスク
相当額を算出した期間と同期間における経常利益を指す。）の５倍に相当する額を２回連続し
て超過しないようにすること（なお、四半期決算短信又は決算短信に示される連結経常損益が
損失である場合には、当該四半期については超過したものとみなす。）。

ハ.業として自己の計算により行う店頭デリバティブ取引(金融商品取引法第２条第22項の定義に
よる。)を行う場合、かかる取引の想定元本のUSドル建て最大残高を20百万USドル未満に維持
すること。なお、日本時間午前６時00分（米国東部標準時（冬時間）適用期間は日本時間午前
７時00分とする）における店頭デリバティブ取引の残高は５百万USドル未満とすること。

ニ.第２四半期会計期間の末日及び事業年度末日時点の報告書等における連結損益計算書に記載さ
れる経常損益・営業損益が損失とならないようにすること。

ホ.報告書等における有利子負債（社債を含む）の合計金額が、現金、預金（ただし、信託預金か
ら顧客区分管理必要額を除く）及び外国為替取引差入証拠金の合計金額を上回らないこと。

上記の各財務制限条項に抵触した場合には、貸出人の要求に基づき各借入金に関して貸出人に対
し負担する一切の債務について期限の利益を喪失する可能性があります。
なお、当事業年度末における各財務制限条項への抵触の事実はありません。

(5) 関係会社に対する金銭債権及び金銭債務

短期金銭債権 19,764千円

短期金銭債務 2,682,040千円

(6) 取締役に対する金銭債務

長期金銭債務 687,799千円



４．損益計算書に関する注記

関係会社との取引高

営業取引による取引高

トレーディング損益 1,395,552千円

販売費及び一般管理費 4,340千円

営業取引以外の取引による取引高 9,444千円

５．株主資本等変動計算書に関する注記

当事業年度末における自己株式の種類及び株式数

普通株式 730,269株

６．税効果会計に関する注記

繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

繰延税金資産

未払事業税 25,679千円

貸倒引当金 6千円

賞与引当金 24,074千円

退職給付引当金 23,779千円

長期未払金 216,450千円

譲渡制限付株式報酬 159,484千円

関係会社株式評価損 355,391千円

その他 27,107千円

繰延税金資産小計 831,974千円

評価性引当額 △676,994千円

繰延税金資産合計 154,980千円

繰延税金負債

資産除去債務に対応する除去費用 △3,254千円

繰延税金負債合計 △3,254千円

繰延税金資産の純額 151,725千円



７．関連当事者との取引に関する注記

(1) 子会社及び関連会社等

（単位：千円）

種類
会社等の
名称

議決権等の
所有(被所有)

割合

関連当事者
との関係

取引の内容 取引金額 科目 期末残高

子会社
JFX

株式会社
所有

直接100％

外国為替証拠
金取引

トレーディン
グ損益(注2)

1,365,323
外国為替受入証
拠金

2,237,851

役員の兼任
デリバティブ取
引(資産)

1,251,965

外国為替取引未
払費用

324,717

取引条件及び取引条件の決定方針等
(注１) 取引金額及び期末残高には、消費税等が含まれておりません。
(注２) 当社はＪＦＸ株式会社(以下「同社」という。)との間で、同社の顧客が行う外国為替証拠金取引につ

いて、同社のカバー取引の相手方として外国為替証拠金取引を行っております。当該取引により得ら
れる利益は、同社の提供資源やリスク負担等に見合った割合で同社に分配しております。

(2) 役員及び個人主要株主等

（単位：千円）

種類 氏名
議決権等の
所有(被所有)

割合

関連当事者
との関係

取引の内容 取引金額 科目 期末残高

役員 野市 裕作
被所有

直接5.84％
当社代表取締役

金銭報酬債権の現物出資
に伴う自己株式の処分
（注１）

58,208 ― ―

役員 衣川 貴裕
被所有

直接5.35％
当社専務取締役

金銭報酬債権の現物出資
に伴う自己株式の処分
（注１）

58,208 ― ―

役員 友延 雅昭
被所有

直接8.57％
当社常務取締役

金銭報酬債権の現物出資
に伴う自己株式の処分
（注１）

58,208 ― ―

自己株式の取得（注２） 258,230 ― ―

役員 石原 愛
被所有

直接6.65％
当社取締役

金銭報酬債権の現物出資
に伴う自己株式の処分
（注１）

58,208 ― ―

役員 美濃出 真吾
被所有

直接0.71％
当社取締役

金銭報酬債権の現物出資
に伴う自己株式の処分
（注１）

58,208 ― ―



取引条件及び取引条件の決定方針等
(注１) 譲渡制限付株式報酬制度に伴う金銭報酬債権の現物出資によるものであります。自己株式の処分価額

は、2025年７月11日（取締役会決議日の前営業日）の東京証券取引所における、当社の普通株式の終
値に基づいて決定しております。

(注２) 自己株式の取得は、2025年7月31日開催の取締役会決議に基づき、東京証券取引所の自己株式立会外
買付取引（ToSTNeT-3）により取得しており、取引価格は2025年7月31日の終値によるものでありま
す。

８．収益認識に関する注記

当社は、金融商品取引事業を主要な事業としており、顧客との契約から生じる収益以外の収益が損益計算書

の営業収益の大部分を占めるため、顧客との契約から生じる収益を分解した情報は、記載を省略しておりま

す。

９．１株当たり情報に関する注記

１株当たり純資産額 2,970円28銭

１株当たり当期純利益 284円32銭

10．重要な後発事象に関する注記

該当事項はありません。

11．その他の注記

該当事項はありません。


